
（様式２）

※１～６：所管課記入、７：指定管理者記入、８～９：指定管理者及び所管課記入、10：指定管理者及び所管課記入（実施した場合）

所管部・課

指定管理者 （公社）長野シルバー人材センター

１　施設名等

住所 長野市若里1丁目1-50

施設名 電話 026-226-6950

ホームページ

２　施設の概要

設置年月 昭和58年4月 根拠条例等 長野県都市公園条例

中央広場、大芝生広場、沈床広場、遊具

県立長野図書館（県教委所管）

開園面積：5.8ｈａ

利用料金 －

開所日 無休開放

開所時間 常時開放

３　現指定管理者前の管理運営状況

～平成17年度 管理委託 長野市

平成18年度～23年度 指定管理

４　報告年度の指定管理者等

指定管理者 （公社）長野シルバー人材センター 指定期間 平成24年4月1日　～29年3月31日（5年間）

選定方法 公募（応募者数：2）

５　指定管理料（決算ベース）

※（Ａ）：当該年度、（Ｂ）：前年度（以下同じ）

12,425 千円 千円 千円

６　指定管理者が行う業務

都市公園等（備品等を含む）の維持管理に関する業務及びこれに付帯する業務

７　利用実績等

（１）利用実績【指標：利用者数・利用件数・稼動率】 （単位：人、件、％）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

平成  年度（Ａ）

平成  年度（Ｂ）

（Ａ）/（Ｂ）

（２）利用料金収入 （単位：千円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

平成  年度（Ａ）

平成  年度（Ｂ）

（Ａ）/（Ｂ）

（３）利用料金見直しの状況（前年度と比べて）

見直しの有無

有　・　無

増減要因等

見直した場合はその内容

12,425 0

増減
理由

増減要因等

期　　間 管　理　形　態 管理受託者又は指定管理者等

社団法人　長野シルバー人材センター(23年度～公益社団法人)

平成27年度（A） 平成26年度（B） 差（A）－（B）

指定管理者制度導入施設の管理運営状況　【対象年度：平成 27年度】

建設部都市・まちづくり課（長野建設事務所）

長野県若里公園

設置目的 住民福祉の増進に寄与することを目的として、一般住民にレクリエーション及び文化活動の場を提供するため。

施設内容
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（４）開所日・時間の見直し等の状況（前年度と比べて）

平成　年度（Ａ）：　　　日 平成　年度（Ａ）：

　 平成　年度（Ｂ）：　　　日 平成　年度（Ｂ）：

（５）サービス向上のため実施した内容

・乗用芝刈り機による芝刈り作業を年11回行い、芝生広場の整備に努めた。特に芝が伸びる夏場については、2週間に1度のペースで行った。

・4月～11月の間の毎朝、6時半からのＮＨＫラジオ体操を管理事務所から流し、早朝の公園利用者の健康促進を図った。

・専門業者による遊具の安全点検を年3回行い、その結果指摘のあった事項については速やかに修繕を行い、利用者の安全確保に努めた。

・利用者の要望により管理事務所東側に時計を設置した。

（６）その他実施した取組内容

（７）利用者の主な声及びその対応状況

８　管理運営状況（実施状況及びそれに対する評価を記入） ※項目は施設の状況に応じ加除修正してください。

評価

自主事業

・北信の小学校や長野市内の幼稚園・保育園あてにはがきで
利用案内を送付し、利用促進を図った。

・各種事業を実施しており、多くの県民が親しみの持
てる公園になるよう努めている。

B

・4～11月の朝６時半から管理事務所前でＮＨＫラジオ体操を
流し、早朝公園利用者の健康増進を促した。　参加者延べ
5,367名(1日平均21.9人)

・球根植えについては、長野市内157保育・幼稚園に公募案
内をし、8園から応募があった。応募多数の為、抽選で3園を
選び11月に招いて花壇にチューリップ・スイセンの球根の植
え付けを行った。

・樹木の剪定枝をセンター所有の裁断機でチップ化し、公園
内に敷設したり、一般市民（延べ130名）に無料配布を3回実
施（11月18日・29日、12月15日）し好評を得ている。また、長
野市内58小学校にチップ無料配布の案内を送付した結果、7
校から応募があったため、抽選により1校を選び、10月にチッ
プを配布した。軽トラック10台分ほど搬入・敷設（10月6・7日）
した。

・明るい雰囲気、安全な公園づくりのため、就業時、ラジオ体
操時などに積極的に声かけ運動をした。

利用者サービス
向上の取組

・年中無休の管理体制をとった。 ・公園利用者が毎日安心・快適に利用していただける
よう年中無休で保守点検及び清掃等を実施し、日々
サービス向上に努めている。
・植栽の管理を積極的に行い、公園全体の景観と安
全の確保に努めている。
・利用者の声を適正な公園管理や利用者サービスの
向上に反映させている。

A

・組織力を生かし、植木班による大規模な樹木の剪定、また
地域班及び手刈り除草班による除草・落葉の清掃等を行い、
公園の環境美化に努めた。

・アンケート箱を設置して、利用者の「意見」を管理棟に掲示し
た。意見については回答し、改善を図った。

施設の目的に
沿った管理運営

・協定書、仕様書及び事業計画書に基づいた管理計画に
従って、管理運営を実施した。

・協定書等に基づき、管理運営を実施したと認められ
る。 B

平等な利用の
確保

・365日24時間、無料開放している。
・公園利用においては、利用者に対する迷惑行為がないよう
看板での周知をし、万一迷惑行為あった場合はやめるように
注意している。
・バスの駐車可能台数が限られている為、利用月3カ月前の1
日（土日祝日は平日）を締め切りとして抽選とし、それ以降に
ついては、利用枠に余裕がある場合は、順次受付けをしてい
る。出来るだけ多く利用できるように、小駐車場の配置を工夫
し駐車スペースの確保をしている。
・球根植え、チップ配布について、長野市内124保育・幼稚
園、58小学校に公募し、応募多数の為抽選を行った。

・園内巡回時における迷惑行為者への対応等、平等
な利用の確保ができたと認められる。

B

・駐車台数が少ない。（特に公園利用者の多い土・日曜日に、隣接する隣保館やホクト文化ホールで大きなイベントなどがあると、満車になるこ
とがある。）

・とても整備されており安心して子供と遊ぶことができる。（芝刈り、清掃業務、特にトイレ清掃を徹底した。）

・トイレ等がきれいに整備されているという意見が多く、公園管理業務に従事しているシルバー会員も、やりがいを感じている。

・散歩中の犬のマナーが悪い。糞、小便について放置されている。（管理人（会員）が、巡回時に口頭注意及び看板を設置をして周知をし、清掃
を徹底した。）

項目 指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

有　・　無

・常駐のシルバー会員による日常清掃作業のほか､植木班・手刈り除草班・地域班による大規模な剪定・除草・落葉清掃作業を行い、公園の
環境美化に努めた。

・アンケート箱を設置して、利用者の「意見」を管理棟に掲示し、さらに毎年秋に個人及び団体利用者からアンケートを取った。意見については
回答するとともに改善を図った。

・利用者の要望により樹木名プレートを増設した。

・枝おろし、剪定木枝利用のチップ材や落葉の無料配布が市民から好評を得ている。今年度は、11月18日・29日、12月15日の3回配布し、地元
マスコミ(信濃毎日新聞社)の取材も受けた。また、長野市内58小学校にチップの無料配布の案内を送付し、7校から希望をいただき、抽選で10
月に清野小学校へ配布した。12月には若里公園（通路）に敷設した。

・花壇づくりとして、チューリップ・スイセンの球根植えを長野市内124保育・幼稚園に公募、抽選で長野ひまわり幼稚園・小柴見保育園・吉田マ
リア幼稚園の3園を招き、園児に球根を植えてもらった。

開所日数 開所時間 見直しの有無 見直した場合はその内容

2/4



（様式２）

＜評価区分＞ Ａ：仕様書等の内容を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。

Ｂ：おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われている。

Ｃ：仕様書等の内容を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要である。

Ｄ：仕様書等の内容に対し、重大な不適切な事項が認められ改善を要する。

９　施設管理運営の課題

項　目

10　第三者評価で指摘された事項の管理運営等への反映状況（第三者評価実施年度の翌年度以降に記載）

【実施年月日：平成26年11月19日】

【利用者サービス向上の取組】
・アンケートの要望への取り組み、対応状況につい
て掲示板等で案内することを検討すべき。

・アンケート箱を設置して個人、団体とも利用
者アンケートに書かれた「意見」を管理棟に
貼り出しました。個々の意見について回答
し、改善を図っています。

・管理報告書の履行検査時において、対応
していることを確認しました。

・東側の木製ベンチにかなり老朽化がみられ、利用
に躊躇するので、雨・雪などに考慮したものに変更
したらどうか。

・東側のベンチについては、塗装や破損箇所
の修理を行い、その他の破損しているベンチ
についても随時、修理や塗装を行っていま
す。

・ベンチの修繕等については、管理報告書
の履行検査時において、改善されているこ
とを確認しました。今後も指定管理者と連携
を図りながら大規模な修繕に該当する場合
は対応します。

・該当する広場で「他の利用者に迷惑になら
ない遊び（スポーツ）例をイラストで説明した
看板」を2箇所設置しました。

【平等な利用の確保】
・球根植え、樹木のチップ材配布など特定の幼稚
園、学校等に集中しているが、他の需要はないの
か。理由を説明できるようにしておくべき。

・球根植えについては、長野市内157保育・
幼稚園に公募案内をした結果、8園から応募
があったため、抽選で3園を選び11月に実施
しました。

・管理報告書の履行検査時において、募
集、選定等が適正に行われていることを確
認しました。

・チップ配布については、長野市内58小学校
に公募案内をした結果、7校から応募があっ
たため、抽選で1校を選び10月に実施しまし
た。

・バスの駐車場は先着順であるが、不足することが
多ければ予約の導入も必要ではないか。

・バスの駐車場については、利用月3カ月前
の月の1日（土日祝日の場合は翌平日）を締
め切りとして抽選し、それ以降については、
利用枠に余裕がある場合は順次受け付けし
ています。

第三者評価における指摘・意見等
管理運営等への反映状況

指定管理者 所管課

【施設の目的に沿った管理運営】
・事業計画書と事業報告書が相違する場合（自主
事業の実施項目）は事業報告書に理由を記載させ
るべき。

・自主事業の計画と実績が異なる場合は、
事業報告書に理由を記載します。

・年度協定書に基づき四半期ごとに提出さ
れる管理報告書の履行検査時において、作
成等されていることを確認しました。

・若里公園独自の日常管理マニュアル、植栽管理
マニュアル等を整備する必要がある。

・公園独自の日常管理マニュアル、植栽管
理マニュアルを作成し、マニュアルに従って
管理を行うようにしました。

・「スポーツの場」としてどのような使い方ができる
か利用者へ宣伝した方がよい。

施設の管理運
営の課題

・高木（ケヤキ）の枝払いや、大雨・台風による樹木(ニセアカ
シア等)の倒木対応について、委託費用が高額なため、事前
の対策が難しい。

・指定管理者と連携を図りながら今後も大規模な修繕について
対応する。

・一部の犬の飼い主がリードをつけないで散歩したり、糞の持
ち帰りをしないなどの条例違反行為が絶えない。口頭での注
意や看板を設置して周知をしているが、なかなかマナーが改
善されない。

・多くの県民が利用する公園であり、利用者自身が最低限のマ
ナーを守れるよう条例改正の内容を含めた更なる周知や指導
を徹底させる。

・公園全体的に老朽化が目立ち、修繕に費用がかかることが
予想される。修繕箇所が生じた場合、指定管理者で行う金額
範囲内の修繕が多発した場合、本社経費からの持ち出しと
なってしまい、他の管理経費を抑えなくてはならない状況。

・指定管理者にあっては限られた予算の中で、緊急度等を考
慮して引き続き迅速に対応していただくとともに、県にあっては
指定管理者と連携を図りながら今後も大規模な修繕について
対応する。

総合評価

・シルバー人材センターの組織力を活かした作業をした。また
従事シルバー会員の生きがいと健康につながった。

・シルバー人材センターの特性を生かした事業や活
動を行っており、全体的に適正な管理運営と認めら
れる。

B

指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

職員・管理体制

・仕様書及び事業計画に基づき、会員の配置を行った。
・仕様書及び事業計画書に基づく職員配置が行われ
ている。

B・必要に応じて就業する会員連絡員を置き、作業の段取りや
安全対策を行った。

収支状況
・指定管理料収入12,425千円に対し、支出金額は11,999千
円、収支差額は４２６千円黒字だった。

・限られた指定管理料収入に対し、適正な維持管理
が図られた。 A
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【収支状況】
・支出のほとんどが人件費であり、経費削減は厳し
いと思われるので、修繕費等の対応には県の負担
が必要ではないか。

・指定管理者と連携を図りながら今後も大
規模な修繕について対応します。

【自主事業】
・本公園の自主事業は指定管理料の一部で実施さ
れているが、他の公園は指定管理料以外で実施し
ているので、公園の設置目的の範囲内で別途参加
料を頂くようなことを検討してほしい。

・参加料を徴収するに値する施設やサービス
があるかを、公益社団法人の事業目的を含
めて内部で検討した結果、以下の理由によ
り参加料を頂く事を見合わせることにしまし
た。
　
　本公園では、利用料金を頂く施設が無いの
で、指定管理者応募に当たり、当センターで
は公園の維持管理を重視し、利用者に安
心・安全で楽しく利用できる公園として努め
ることを基本方針としているため。

・現在行っている本公園に特化した自主事
業を継続・充実させます。

・学校、保育園等への利用促進案内通知後、どれ
だけ実際に利用したかを効果の測定指標とすべ
き。

・北信の小学校と長野市内の保育・幼稚園
230箇所に利用案内を送り、そのうち何団体
の利用があったか、どの地区からが多かっ
たか等の統計を出した結果、14園、26校が
利用した。地区については、保育・幼稚園
が、長野市内14園、小学校では、長野市内
13校、市外13校の利用結果となりました。
・アンケートを実施し、はがき案内の存在を
知っているか、その案内が利用のきっかけに
なったか等の質問事項を盛り込んだ結果、
利用のきっかけになった件数は3件でした。
・上記の結果、利用効果がみられないため、
はがきの案内を止め、他の方法を検討して
います。

・管理報告書の履行検査時において、効果
の測定指標が利用促進にどのように使用さ
れているかを確認します。
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